
１　税目別の納税（特別徴収）義務者数調

85,005 91,371 636,461 52,513 98,452 97,463 29,995 89,106 36,429 39,956 - 1,256,751

法 人 の 県 民 税 2,791 7,101 16,021 16,262 3,258 3,423 1,176 4,083 1,437 1,592 - 57,144

- - 152 - - - - - - - - 152

(1,073) (1,073)

- - 8,682 - - - - - - - - 8,682

- - 677 - - - - - - - - 677

1,014 3,236 3,291 5,628 1,515 1,276 322 1,259 454 359 - 18,354

- - - - - - - - - - 2 2

4,280 4,533 3,572 8,643 2,043 2,686 834 1,948 799 547 - 29,885

- - 13 - - - - - - - - 13

8 5 - 14 3 4 2 - - 1 - 37

6 15 99 29 12 8 6 8 5 7 - 195

- - 33,563 - - - - - - - - 33,563

59,954 134,127 220,350 227,778 62,384 73,273 25,305 70,789 31,347 25,898 - 931,205

- 2 - 4 - 4 17 1 - 1 - 29

648 - - 952 - 436 254 155 154 119 - 2,718

- - - - - - - - - - 1 1

- 1 - 4 - - - 1 - - - 6

153,706 240,391 922,881 311,827 167,667 178,573 57,911 167,350 70,625 68,480 3 2,339,414

(1,073) (1,073)

（注）1　カッコ内は県民税利子割に係る営業所数である。

　　　2　地方消費税の徴収委託機関とは、国税庁と税関である。

　　　3　法人県民税の納税義務者数は、確定申告したもの及び決定したものを記載した。

　　　４　県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割については、平成２８年度より納入申告書数とした。
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　　　　　事務所名

 　税目

県 た ば こ 税

不 動 産 取 得 税
（ 課 税 件 数 ）

個 人 の 県 民 税

個 人 の 事 業 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

地 方 消 費 税
（ 徴 収 委 託 機 関 ）

県 民 税 配 当 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

核 燃 料 税

ゴ ル フ 場 利 用 税
（ 施 設 数 ）

産 業 廃 棄 物 税
（特別徴収義務者）

軽 油 引 取 税
（特別徴収義務者）

自 動 車 税 種 別 割
（ 定 期 賦 課 台 数 ）

自動車税環境性能割
（ 課 税 台 数 ）


